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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期

すべきである。

一 特定複合観光施設区域の整備を推進するに当たっては、特に、カジノ施設の設置及び

運営に伴う有害な影響を排除する観点、我が国の伝統・文化・芸術を活かした日本らしい

国際競争力の高い魅力ある観光資源を整備する観点、並びにそれらを通じた観光及び地域

経済の振興に寄与する観点に特に留意すること。

二 政府は、法第五条に基づき必要となる法制上の措置を講じるに当たり、特定複合観光

施設区域の整備の推進に係る目的の公益性、運営主体等の性格、収益の扱い、射幸性の程

度、運営主体の廉潔性、運営主体の公的管理監督、運営主体の財政的健全性、副次的弊害

の防止等の観点から、刑法の賭博に関する法制との整合性が図られるよう十分な検討を行

うこと。

三 特定複合観光施設については、国際的・全国的な視点から、真に観光及び地域経済の

振興の効果を十分に発揮できる規模のものとすること。

四 特定複合観光施設区域の数については、我が国の特定複合観光施設としての国際的競

争力の観点及びギャンブル等依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域

認定数の上限を法定すること。

五 地方公共団体が特定複合観光施設区域の認定申請を行うに当たっては、公営競技の法

制に倣い、地方議会の同意を要件とすること。

六 特定複合観光施設区域の整備が真に観光及び地域経済の振興に寄与するため、また、

特定複合観光施設の設置の前提として犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症防

止等の観点から問題を生じさせないようにするため、特定複合観光施設区域の整備の推進

における地方公共団体の役割を明確化するよう検討すること。

七 カジノ施設の設置及び運営をしようとする者その他カジノ施設関係者については、真

に適格な者のみが選定されるよう厳格な要件を設けるとともに、その適合性について徹底

した調査を行うことができるよう法制上の措置を講ずること。また、カジノ施設を含む特

定複合観光施設全体の健全な運営等を確保するため、事業主体としての一体性及び事業活

動の廉潔性が確保されるよう、法制上の措置を講ずること。

八 依存症予防等の観点から、カジノには厳格な入場規制を導入すること。その際、諸外

国におけるカジノ入場規制の在り方やその実効性等を十分考慮し、我が国にふさわしい、

清廉なカジノ運営に資する法制上の措置を講ずること。
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九 入場規制の制度設計に当たっては、個人情報の保護との調整を図りつつ、個人番号カ

ード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第

七項に定める「個人番号カード」をいう。）の活用を検討すること。

十 ギャンブル等依存症患者への対策を抜本的に強化すること。我が国におけるギャンブ

ル等依存症の実態把握のための体制を整備するとともに、ギャンブル等依存症患者の相談

体制や臨床医療体制を強化すること。加えて、ギャンブル等依存症に関する教育上の取組

を整備すること。また、カジノにとどまらず、他のギャンブル等に起因する依存症を含め、

関係省庁が十分連携して包括的な取組を構築し、強化すること。

十一 法第九条及び第十条に定める各種規制等の検討に当たっては、諸外国におけるカジ

ノ規制の現状等を十分踏まえるとともに、犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存

症防止等の観点から問題を生じさせないよう、世界最高水準の厳格なカジノ営業規制を構

築すること。

十二 カジノ管理委員会は、独立した強い権限を持ついわゆる三条委員会として設置し、

カジノ管理委員会がカジノ営業規制等を厳格に執行できる体制の構築が不可欠であり、特

に、カジノ導入時から厳格な規制を執行できるよう、十分な機構・定員を措置するととも

に、適切な人材を配置するほか、厳格なカジノ営業規制等や関係事業者に対する行政処分

等の監督を有効に執行できる人材育成の在り方も検討すること。また、特定複合観光施設

の設置の前提として犯罪防止・治安維持、青少年の健全育成、依存症防止等の観点から問

題を生じさせないようにするため、都道府県警察その他の関係機関の必要な体制を確保す

るとともに、カジノ管理委員会とこれらの関係機関の連携体制を確保すること。

十三 カジノの運営主体が民間事業者になることに鑑み、カジノ事業者に適用される税制

・会計規則等につき、諸外国の制度を十分に勘案の上、検討を行うこと。

十四 法第十二条に定める納付金を徴収することとする場合は、その使途は、法第一条に

定める特定複合観光施設区域の整備の推進の目的と整合するものとするとともに、社会福

祉、文化芸術の振興等の公益のためにも充てることを検討すること。また、その制度設計

に当たっては、依存症対策の実施をはじめ法第十条に定める必要な措置の実施に十分配慮

した検討を行うこと。

十五 以上を含め、法第五条に定める必要となる法制上の措置の検討に当たっては、十分

に国民的な議論を尽くすこと。


